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“音楽芸術の研鑽” と “人間形成” 

 

武蔵野音楽大学 

理事長・学長 福井 直昭 

 

わが国において未だ音楽教育の基盤が弱体であった昭和４年（1929）、西洋 

音楽の美に感動し、その普及と向上に強い意欲をもって取り組んだ創立者福井 

直秋と、彼を支えた多くの協力者たちの「和」により、本学の前身、武蔵野音

楽学校は創設されました。以来、本学はこの「〈和〉のこころ」を建学の精神 

とし、また「音楽芸術の研鑽」と併せて「人間形成」を教育の方針として 97

年に及ぶ発展の歴史を刻んでおりますが、社会の新たな要請や様々な学生のニ

ーズに対応するため、教育体制やカリキュラムの見直しも行っています。 

 建学の精神に基づき、他者を尊重し、自立して問題提起や解決ができる音楽

人を育成するために、ディプロマ・ポリシーで求めている身につけるべき「10

の知識・能力等」に沿ったカリキュラムを柱としています。各コースそれぞれ

の専門性を高める科目はもとより、柔軟に多くの科目を選択できる「セメスタ

ー制」やコースを超えて横断的に履修できる「自由科目」を設定し、多彩で幅

広い分野での学びを実現します。また、単なる知識・技術の習得だけでなく、

問題の本質を見極める「洞察力」、解決策を発見する「創造力」、他者と意思疎

通を図る「コミュニケーション能力」等を高めるために「アクティブラーニン

グ」を積極的に取り入れ、学生が主体的に授業に参画する科目を増やしていま

す。加えて、「キャリアデザイン（導入編）・ （展開編）」で本学の学生として必

要な自覚とモラル、社会に出てから必要な各種の能力等を培い、卒業後の夢の

実現に向け充実したサポートを行います。ここに示した以外の科目においても

多層的な知性、しなやかな感性、豊かな人間性を身につけて大きく羽ばたいて

ほしいという願いを具現化したものに他なりません。 

 このシラバスには、以上のような教育の方針と目的に基づいた授業の概要、

そして具体的な授業の進め方と毎回の課題やその評価方法について、まとめて

書かれています。履修登録時に読むだけでなく、学期途中にもその都度見返し

ながら学びを進めていってください。シラバスを活用して、４年間の実りある

学習を実現することを期待します。 
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武蔵野音楽大学音楽学部 

《学位授与の方針、教育課程編成・実施の方針》 

 

 

 

 

 

 



学位授与の方針との関連（音楽学部）

ディプロマ・ポリシーで求められている知識や能力等に項目番号を付記し、開講されている

科目との関連について、シラバスに表示させています。

注意：各授業科目において、学位授与の方針との関連がある項目は、学修率の欄に100％と

記載されている項目となりますが、この数字については便宜上、すべて一律の数値と

なっていますのでご了承ください。

ディプロマ・ポリシーで求められている知識・能力等 項目番号

専攻分野における基礎的な知識・能力に加え、専門的な能力

(1) 基礎的な知識・能力

① 音楽理論、西洋音楽史、ソルフェージュ力等、専門家として必要な共 Ａ１

通の基礎知識・能力

② 作曲家・作品等についての知識 Ａ２

③ 語学力や幅広い教養、資格取得のスキル Ａ３

(2) 専門的能力

演奏能力・創作能力・研究能力・教育能力・アートマネジメント能力 Ａ４

豊かな人間性と学修に対する継続的な強い意欲

(1) 他者を思いやる心や忍耐力、社会的責任感等の醸成を通した自己管理 Ｂ１

能力

(2) 継続して学修する意欲と態度 Ｂ２

自ら考え、創造する能力を育成し、予測することが困難な社会の諸課題に対

応できる判断力、コミュニケーション能力等

(1) 自主的な課題解決力 Ｃ１

(2) ① 論理的思考力・判断力・表現力 Ｃ２

② 的確な表現力・他者理解・異文化の理解 Ｃ３

③ 協調性・コミュニケーション能力 Ｃ４
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